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議 事 概 要 

協議会名称 津市福祉有償運送運営協議会（令和７年度第３回） 

開催日時 令和８年２月２４日（火） 午前１０時から午前１１時１５分まで 

開催場所 津市役所 ０２会議室（地下） 

出席者 委員１４名 

［委員１４名中、１２名出席］ 

議題 道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について  

⑴ 社会福祉法人こしば福祉会について 

⑵ 特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼについて 

⑶ 特定非営利活動法人ゆずの木会について 

協議の概要 「会長」 

事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑴社会福

祉法人こしば福祉会について」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「会長」  

 それでは「社会福祉法人こしば福祉会」より、福祉有償運送に係る道路運

送法第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「社会福祉法人こしば福祉会」 

【事業運営状況説明】 

 

「会長」   

これより、質問を受けたいと思います。どなたでも結構ですので、質問は

ございますか。 

 

「会長」   

質問がないようでしたら、私のほうから確認ですが、利用者については、

介護認定を受けている方の通院目的が中心ですか。 

 

「社会福祉法人こしば福祉会」  

おっしゃるとおりです。  

 

「会長」   

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「会長」 
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それでは、ただいまから協議に入ります。 

「社会福祉法人こしば福祉会」から提出された、福祉有償運送に係る道路運

送法第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからのご意見は

ありますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「各委員」 

特になし。 

 

「会長」   

それでは、「社会福祉法人こしば福祉会」から提出された更新申請につい

てお諮りします。この申請については、協議が整ったこととして、よろしい

でしょうか。 

 

◆社会福祉法人こしば福祉会の申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「会長」 

 事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑵特定非

営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」ですが、審議していただきた

いと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「会長」 

それでは「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」より、福

祉有償運送に係る道路運送法第７９条の６に基づく更新申請について説明

をお願いします。 

 

「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」 

【事業運営状況説明】 

 

「会長」 

 委員の皆さんから直接ご質問はいかがでしょうか。 

 

「委員」   

 事故及び違反報告者に対する研修や安全管理講習は行っていますか。 

 

「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」 

 日常的に体調管理や検温を徹底しています。事故及び違反者については、
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口頭指導や安全指導の講習、運転業務から外すなどの対応を行っています。 

 

「委員」   

具体的な講習内容を教えてください。 

 

「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」    

実際に助手席に指導者が同乗して安全指導講習を行います。チェックシー

トに基づいて安全運転が行われているかを確認します。 

 

「会長」 

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」から提出された、福

祉有償運送に係る道路運送法第７９条の６に基づく更新申請について、委員

の皆さんからのご意見はありますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「委員」 

様式第７号の（イ）整備管理の責任者の就任予定名簿の協力欄に〇がある

方が１名いますが、この方は事業者協力型自家用有償旅客運送における受託

者ということですか。 

 

「事務局」   

 確認して会議の終了までに報告します。 

 

「会長」 

 わかりました。一旦、先に進めてまいりたいと思います。 

 

「会長」 

 事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑶特定非

営利活動法人ゆずの木会」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「会長」 

それでは「特定非営利活動法人ゆずの木会」より、福祉有償運送に係る道

路運送法第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

【事業運営状況説明】 
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「会長」 

 委員の皆さんから直接ご質問はいかがでしょうか。 

 

「委員」   

 様式第７号（ア）の資格の種類にある「指導講習済」とは具体的にどのよ

うな講習ですか。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

 運行管理者の基礎講習です。 

 

「委員」 

 運転者名簿の違反については業務中ですか。また、違反者に対する対応は

ありますか。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

業務外です。違反者に対しては、事故の内容や原因を書面で提出させてい

ます。 

 

「委員」 

利用者名簿に大阪府の利用者がいるが、運送区域内ですか。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

運送区域である津市内に居住の方です。 

 

「委員」 

運転者の違反に対する提出書面に所定の様式はありますか。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

様式はありませんが、違反内容の詳細を記載するよう指導し、口頭で安全

運転指導をしています。 

 

「委員」 

報告様式５の自動車登録簿の種別が「車椅子車」が「軽乗用」になってい

ますが、正しくは「軽特殊」、「普通車」が「軽乗用」になっていますが、正

しくは「セダン等」なので修正をお願いします。 

 

「特定非営利活動法人ゆずの木会」 

わかりました。 

 

「会長」   

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 
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「特定非営利活動法人ゆずの木会」から提出された、福祉有償運送に係る道

路運送法第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからのご意

見はありますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「委員」 

違反者に対する指導の徹底をお願いします。 

 

「委員」 

違反者に対する指導の徹底をお願いします。 

 

「委員」 

防ぐことのできる違反なので、再発防止に努めるべきだと思います。 

 

「委員」 

ドライブレコーダーを設置するなどの根本的な対策が必要かと思います。 

 

「委員」 

管理者として違反内容の詳細を把握するべきだと思います。 

 

「委員」 

運転者名簿の「自動車免許種別」が「普通１種」となっていますが、正し

くは「中型１種」なので修正をお願いします。 

 

「事務局」 

免許種別の書き方について、事務局で整理します。 

 

「委員」 

違反内容や登録内容に対する管理意識を持つように事務局側からの指導

をお願いします。 

 

「委員」 

様式第７号の講習名を正式名称に修正をお願いします。 

 

「委員」 

横断歩道の一時停止については近年厳罰化されているため、事業所でのポ

スター掲示などの啓蒙を行うと効果的だと思います。 

 

「委員」 

問題が発生した際の対応をしっかりしていただくようお願いします。 

 

「会長」   

それでは、「特定非営利活動法人ゆずの木会」から提出された更新申請に

ついてお諮りします。この申請については、再協議ということも考えられま

すが、申請書類の記載内容の修正と運行管理責任者による安全管理の徹底に

ついて報告することを条件として付して協議が整ったこととして、よろしい
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でしょうか。 

 

◆特定非営利活動法人ゆずの木会の申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「会長」 

その他に連絡事項などある方はいらっしゃいますか。 

 

「事務局」 

 特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼの様式第７号の（イ）

整備管理の責任者の就任予定名簿の協力欄に〇がある件ですが、事業者協力

型自家用有償旅客運送における受託者ではないことを確認しましたので、様

式第７号については差し替えとなります。 

 

「委員」 

 運行管理の責任者及び整備管理の責任者を兼務することとなり、苦情処理

の担当者まで兼務というのはどうか。 

 

「会長」 

 苦情処理の担当者について責任者以外の第三者を選任することを法人に

提案いただけますか。 

 

「事務局」 

 わかりました。 

 

「会長」   

それでは、「特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ」から提

出された更新申請についてお諮りします。この申請については、条件を付し

て協議が整ったこととして、よろしいでしょうか。 

 

◆特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼの申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「会長」 

その他に連絡事項などある方はいらっしゃいますか。 
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「各委員」 

特になし。 

 

「事務局」 

本日、運営協議会でご協議いただく事項につきましては全て終了となりま

す。ご協議いただきありがとうございました。 

 今後の運営協議会の予定ですが、次回は新年度（令和８年４月以降）の開

催を予定しております。 

開催日が決定しましたら、後日連絡をさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

 

「会長」 

それでは、以上をもちまして、令和７年度第３回津市福祉有償運送運営協

議会を閉会いたします。 

協議事項 ・道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について 

⑴ 社会福祉法人こしば福祉会 

協議が調った。 

 

⑵ 特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ 

協議が調った。 

 

⑶ 特定非営利活動法人ゆずの木会 

協議が調った。 

 


